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室蘭市における立地適正化計画の位置付け 2/12
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室蘭市都市計画マスタープランとは 3/12

※詳細は冊子をご覧ください。

都市計画マスタープランは、市民と行政

がともに考え、将来の都市像を描き、そ

の実現に向けたまちづくりの方向性を示

すとともに、今後の土地利用・道路・公

園等の都市計画を定めるための指針にな

るものです。

室蘭市では、急速な人口減少と高齢者の

増加、拡散した市街地や空家率の増加な

どの社会変化を踏まえ、コンパクトで持

続可能なまちの実現に向けて、「室蘭市

都市計画マスタープラン」を2020（令和
2）年3月に見直しました。



室蘭市都市計画マスタープランとは 4/12



室蘭市立地適正化計画とは 5/12

※詳細は冊子をご覧ください。

立地適正化計画とは、

「都市機能誘導区域」と「居住誘導区

域」の2つの区域を設定することが特徴

人口が減少したとしても持続的なまち

となるために、「施設」と「住まい」

の立地を考え直す計画

室蘭市は2019（平成31）年3月に策定



室蘭市立地適正化計画とは 6/12

凡例

市街化区域

市街化調整区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

誘導区域

居住誘導区域
利便性が高く安全な都市機能を
維持するため、将来人口密度の
維持を目指す区域

都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能
を誘導し集約することにより、
これらの各種サービスの効率的
な提供を目指す区域



防災指針とは 7/12

居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる

都市の防災に関する機能の確保を図るために

立地適正化計画に定める、防災･減災対策の指針です。

2014（平成26）年、都市再生特別措置法の改正により、
立地適正化計画が制度化

2019（平成31）年3月に室蘭市立地適正化計画を策定

制度化後、全国で水災害が頻発・激甚化

2020（令和2）年、同法の改正により、立地適正化計画の記載事項とし
て「防災指針」が追加

2023（令和5）年度、室蘭市立地適正化計画の5年に一度の進捗確認と
ともに防災指針を追加する改定



現計画での防災の考え方と防災指針の検討のステップ 8/12

※国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」より

現計画での防災の考え方

室蘭市の既成市街地の大部分

は、特有の地形により、津波

浸水予想区域やがけ崩れ・土

石流危険区域、土砂災害警戒

区域となっている。

それらの区域は「室蘭市地域

防災計画」に基づく警戒避難

体制により人命被害が出ない

ように努めることを前提に、

居住誘導区域から除外しない

こととする。

※「土砂災害特別警戒区域」

だけは対処しがたい災害リス

クとして区域から除外。
今年度の計画改定では、複数の情報を組み合わせた

「災害リスク分析」と「防災まちづくりの方向性づ

け」を主とした防災指針を計画に追加する予定です。



複数の情報を組み合わせた「災害リスク分析」の例 9/12

※「登別市立地適正化計画」（2022（令和4）年度策定）より

登別市立地適正化計画

では、津波浸水エリア

の情報だけでなく、津

波到達時間、避難時間

などの複数の情報から

課題を抽出している。



2023（令和5）年度の室蘭市都市計画審議会の役割 10/12

室蘭市立地適正化計画に「防災指針」を

追加する計画の改定に対して

公正かつ専門的な第三者としての立場から

ご意見をいただきたいと考えています。

※2023（令和5）年度は、現時点では、
 都市計画変更等の案件の予定はありません。



臨時委員の設置 11/12

室蘭市立地適正化計画の改定が完成するまでの期間

特に防災指針について調査審議するための

臨時委員3名を、室蘭市都市計画審議会に置きます。

木村 克俊委員
室蘭工業大学大学院
工学研究科
もの創造系領域
社会基盤ユニット

教授

鈴木 広志委員
北海道
胆振総合振興局
地方創生部危機対策室

主幹

菊地 範委員
室蘭地方気象台

防災気象官

※臨時委員のご意見を反映させた案を
 審議会で審議していただく予定です。



室蘭市都市計画審議会のスケジュール 12/12

回 開催時期（予定） 内容（予定）

第51回 2023（令和5）年7月10日 室蘭市都市計画審議会について
室蘭市立地適正化計画の改定について

第52回 2023（令和5）年8月下旬 ◦ 骨子案たたき台について

第53回 2023（令和5）年9月下旬 ◦ 骨子案の報告

第54回 2023（令和5）年11月中旬 ◦ パブコメ案の報告

第55回 2024（令和6）年2月下旬 ◦ パブコメ結果及び案の報告

2024（令和6）年3月下旬    改定した計画を公表 

室蘭市防災会議
でもご意見を伺
います。


